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観光によるにぎわい創出事業補助金 募集要領 

 

１ 概要 

観光によりまちの魅力を高めるとともに、人的、経済的な交流を活性化させるため、地

域資源を活用したにぎわい創出に資する事業を行う事業者、団体等への補助を行います。 

 

２ 補助対象者 

  補助対象者は、市税を滞納していない者及び春日井市暴力団排除条例（平成23年春日井

市条例第28号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第１号に規定する暴力団若しく

は暴力団と密接な関係を有しない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とします。 

 ⑴ 市内に事業所を有する法人又は個人事業主 

 ⑵ 市内に活動拠点を有する団体 

 ⑶ その他市長が特に必要と認める法人、個人事業主、団体 

 

３ 補助対象事業 

地域資源を活用して実施する次の各号のいずれかに該当する事業とします。 

 ⑴ 旅行商品の造成及び販売 

 ⑵ 土産品の企画開発及び販売 

 ⑶ 誘客イベントの開催 

 ⑷ ワークショップ、セミナー等の開催等による観光人材の育成 

 ⑸ その他地域資源を活用したにぎわいの創出が見込まれる事業 

※ 令和５・６年度に補助対象となった事業と同様の事業や、同一の補助対象となる事業

の補助金を国、県等から受ける場合は、本補助金の対象外です。 

※  これまで活用されてきた地域資源のさらなる活用方法を図ることや、書、東海自然

歩道、神社仏閣、二子山公園などこれまで活用されていない地域資源を活かした事業

実施の可能性を図ることに重点をおいています。 

 事業名 活用した地域資源 

令和５年度 

春日井ＡＲフォトラリー 市内観光スポット 

春日井氷雪まつり 落合公園 

春日井タクシープラン サボテン、勝川 

春日井市の魅力発見ツアー サボテン、工場見学 

愛岐トンネル群とフレンチの昼食 愛岐トンネル群 

令和６年度 

愛岐トンネル群 春日井市民無料開放デー 愛岐トンネル群 

朝宮あかりナイト 朝宮公園 

ウォーキング＆楽しいサボテン俳句 サボテン 
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４ 補助対象経費 

  補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とします。ただし、

備品購入費、工事請負費、人件費等の事業運営母体の管理に要する経費、食糧費は対象外

とします。 

 ⑴ 開発製作費     旅行商品の造成のためのガイド育成費、観光事業者との交渉費

等、土産物開発のための原料、材料、消耗品等の経費、イベン

ト開催のための製作費、消耗品、景品等の経費（ただし、景品

は地域資源に関連するもので当該事業において必要となる数量

のみ） 

 ⑵ 広告宣伝費     デザイン費、印刷費、ホームページ作成費等ＰＲに関する経費、

メディア等への宣伝・広告に要する経費 

 ⑶ 会場設営費     会場設営及び撤去費用等の経費 

 ⑷ 会場利用費     会場の借上費用、機材のリース料等の経費 

 ⑸ 講師、出演者等謝金 講師、出演者、ガイド等の謝礼、交通費、宿泊費等の経費 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が補助事業に要する経費として認めるもの 

 

５ 補助金の額等 

  補助金の交付申請額は、一つの補助事業につき、補助対象経費の合計額に３分の２を乗

じて得た額（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以内とし、300,000

円を限度とします。 

補助金の交付決定額は、一つの補助事業につき、交付申請額の満額から２分の 1までの

範囲で、予算の範囲内で審査員の協議により決定します。 

※令和７年度予算額 60万円 

 

６ 日程 

 日程は、次のとおりです。 

内 容 日にち 

事業者募集期間 令和７年３月 18日（火）～５月８日（木） 

質問受付期間 令和 7年３月 18日（火）～４月 11日（金) 

質問回答 令和 7年４月 18日（金） 

事前審査結果通知 令和 7年５月下旬 

プロポーザル審査 令和 7年６月上旬 

プロポーザル審査結果通知 令和７年６月中旬 

事業実施 補助金交付決定日以後～令和８年２月 

実績報告 ～令和８年３月 31日（火） 
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７ 質問及び回答 

⑴ 質問受付 

本補助金に関する質問は、質問書を電子メールにより提出してください。ただし、必

ず電話にて到着を担当者に確認してください。 

ア 提出期間 

令和７年４月11日(金)午後５時まで（必着） 

  イ 提出先 

    春日井市 産業部 経済振興課 E-mail keizai@city.kasugai.lg.jp 

⑵ 回答 

   質問をとりまとめ、令和７年４月18日(金)までに回答を市ホームページに掲載します。 

 

８ 申請書類の提出  

⑴  提出書類は次のとおりとします。 

なお、同一の申請者が複数の事業を提案できますが、１事業ごとに申請をしてくださ

い。２事業目以降の申請の場合、イ及びオからケまでの書類は省略できます。ただし、

採択は原則１申請者につき１事業とします。 

 

ア 観光によるにぎわい創出事業補助金交付申請書 

イ 市税調査承諾書 

ウ 収支予算書 

エ 事業提案書（任意様式。５枚以内（表紙、裏表紙、目次を除く）とします。） 

オ 申請者の組織の概要及び現に行っている事業内容に関する書類（パンフレット、ホ

ームページ等既存の印刷物でも可。個人事業主は現に行っている事業内容に関する

書類のみ） 

カ 登録票の写し（旅行業又は旅行業者代理業登録業の場合） 

キ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（法人の場合） 

  ク 直近申告分の所得税確定申告書の写し（個人事業主の場合） 

  ケ 団体の定款又は規約等（団体の場合） 

コ その他市長が必要と認める書類 

 ⑵ 提出部数 

   各１部（事業提案書は 10部） 

※ 提出書類は全てＡ４判縦 左綴じ 

 ⑶ 提出方法及び提出先 

  ア 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

  イ 提出先  〒486-8686 

         愛知県春日井市鳥居松町５丁目 44番地 

         春日井市 産業部 経済振興課 

mailto:keizai@city.kasugai.lg.jp
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         電 話 0568-85-6244 

         E-mail keizai@city.kasugai.lg.jp 

 ⑷ 提出期限 

   令和７年５月８日（木）午後５時まで（必着） 

※ 郵送の場合は、提出期限までに経済振興課に到達したものに限るため、必ず到達の

有無を電話で確認してください。 

 

 ９ 審査及び補助対象者の選定 

  ⑴ 事前審査 

(ア) 申請が６事業を超えた場合、提出のあった事業提案書を基に事前審査を行いま

す。 

(イ) 別紙「審査基準」により採点し、審査委員ごとに順位を付け、審査委員の順位

の合計点が低かった方から順に６事業を上限としてプロポーザル審査を実施し

ます。 

 

⑵  プロポーザル審査 

   ア 実施日      令和７年６月上旬 

   イ 会場、集合時刻  別途通知します。 

   ウ 出席者      ３名までとします。 

   エ 実施方法 

(ア) 事前に提出した事業提案書を使用し、プレゼンテーションを行います。 

(イ) プレゼンテーションは５分以内とし、質疑応答は10分以内を予定します。 

(ウ) プレゼンテーションは非公開とします。 

(エ) 別紙「審査基準」により採点し、審査委員ごとに順位を付け、審査委員の順位

の合計点が低かった方から順に予算の範囲内で補助を実施します。ただし、審査

委員による採点の結果、総合得点が６割に満たない場合、原則、補助対象事業か

ら除外します。 

   オ 留意事項 

     審査会に出席しない場合は本補助金の対象となりません。ただし、交通機関の事

故など真にやむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。 

 ⑶ 審査結果 

審査結果は、すべての申請者に文書で通知します。 

 

10 実績報告 

 ⑴ 提出書類 

  ア 実績報告書 

  イ 事業報告書 
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  ウ 収支決算書 

  エ チラシ、パンフレット等、補助事業の実施内容を証するもの 

  オ 領収書、通帳の写し等、補助事業に係る支出を証する書類 

  カ その他市長が必要と認める書類 

⑶  提出期限 

   補助事業の完了の日から30日以内又は令和８年３月31日（火）のいずれか早い方 

 

11 失格・無効 

次に掲げる事由に該当する場合は、本補助金の交付決定を取り消すものとします。 

⑴ 提出方法、提出期限等が守られなかったとき。 

⑵ 事業提案書作成に係る不正行為が認められたとき。 

⑶ 提出書類に虚偽の記載があったとき。 

⑷ 申請者による業務の履行が困難であると判断される事実が判明したとき。 

⑸ その他不正な行為があったと市長が認めたとき。 

 

12 その他  

⑴ 提出書類の作成等に要した費用は、申請者の負担とします。 

⑵ 提出後の書類の修正又は変更は、原則として認めません。 

⑶ 提出書類は評価以外の目的には使用せず、一般に公表しません。ただし、春日井市情

報公開条例（平成15年春日井市条例第40ほ号）に基づく開示請求があったときは、開示

の対象文書となります。 

⑷ 提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、申請者が負います。  

⑸ 提出書類は原則として返却しません。ただし、評価の結果、不採択となった申請者の

提出書類について返却を求められたときは、返却に応じます。 

⑹ 提出書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、本市が本審査会に関する報告、

公表等のために必要な場合は、申請者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用でき

るものとします。 

⑺ 採択後も当該事業の実施内容がより効果的となるよう、事務局から協議させていただ

くことがあります。 

 

13 問い合わせ・書類提出先 

  春日井市 産業部 経済振興課（市役所３階）  

〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町５丁目44番地 

電 話 0568-85-6244 

    ＦＡＸ 0568-84-8731 

    E-mail keizai@city.kasugai.lg.jp 
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